


満は切捨て)とする。 

　（３）事務支援費として、前号の値引きした原資額の総額に 100 分の２を乗じて得た額

(円未満は切捨て)を加算する。 

　（対象経費及び補助率） 

第５条　補助対象となる経費区分及び補助率は、別表第１のとおりとする。 

　（補助事業の対象期間） 

第６条　補助事業の対象期間は、当該年度の４月１日又は事業認可決定通知のいずれか遅

い日から当該年度の３月 31 日までとする。 

２　第２条に規定する補助事業者は、補助の対象期間内において、別表第１の経費区分に

該当する肥料の納品を完了するものとする。　 

　（事業認可登録の申請） 

第７条　補助事業者は、別表第２に掲げる期間までに提出書類を町長に提出しなければな

らない。 

　（事業認可決定の通知） 

第８条　町長は、前条に基づく申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事

業を実施すべきと認めたときは、事業認可決定を行い、事業認可通知書(別記第２号様

式)により申請者に通知するものとする。 

２　町長は、前項の認可決定に当たり、必要に応じて条件を付することができる。 

　（補助事業の中止又は廃止） 

第９条　補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、

補助事業中止(廃止)届(別記第３号様式)を町長に提出しなければならない。 

　（交付申請及び実績報告） 

第10条　補助事業者は、別表第３に掲げる対象期間ごとに同表に掲げる提出書類を町長に

提出しなければならない。 

　　（補助金の額の決定及び確定） 

第11条　町長は、前条の規定に基づく交付申請(実績報告)書の提出があったときは、その

内容を審査し、交付すべき補助金の額を決定(確定)し、額の決定(確定)通知書(別記第５

号様式)により補助事業者に通知するものとする。 

　（補助金の交付） 

第12条　町長は、前条の規定による決定(確定)通知に基づき、別表第３に掲げる請求書(別

記第６号様式)により補助事業者に補助金を交付する。 

　（事業認可の取消し） 

第13条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第８条の規定に基

づく認可決定を取り消すものとし、事業認可取消通知書により補助事業者に通知するこ

ととする。 

（１）次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 

　　　ア　事業認可決定時に付した第８条第２項に基づく条件に適合していなかったとき。 

イ　正当な理由なく第10条に規定する期日までに交付申請(実績報告)に係る書類を

提出しなかったとき。 

ウ　交付申請(実績報告)書類に不備があり、その修正に応じなかったとき。 



エ　前アからウまでのほか、この要綱に規定する事項又は町長の指示に従わなかっ

たとき。 

（２）法令又は交付要綱の定めに違反したとき。 

（３）虚偽の申請、事業執行又は報告等不正行為を行ったとき。 

（４）補助事業を実施していないと認められたとき。 

（５）その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。 

　（補助事業の経理等） 

第14条　補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間

保存しなければならない。 

　（調査） 

第15条　町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員

を派遣して必要な調査をさせることができる。 

２　前項の報告の徴取又は調査に対して補助事業者は協力しなければならない。 

　（個人情報の保護） 

第16条　町長は、申請者及び補助事業者に関して得た情報については、個人情報の保護に

関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。 

　（その他） 

第17条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

　　　附　則 

　この要綱は、令和８年５月１日から施行する。　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４条―第６条関係） 

 

別表第２（第７条関係） 

 

別表第３（第１０条、第１２条関係） 

 
肥料

 
経費区分 法第２条に規定する肥料

 
基準日 令和３年７月１日時点の納品単価

 

補助対象経費

１　基準日の納品価格からの値上がり額に対して、補助率を

乗じて得た額を値引きして納品した肥料の値引き原資額(１

円未満は切捨て)

 ２　基準日に販売していない場合は、販売開始時の納品価格

とする。

 
補助率 100 分の 50

 
肥料

 

事業の認可

・認可申請書(別記第１号様式) 

・肥料の品質の確保等に関する法律第 23 条に基づく届出書

の写し 

・直近の事業決算書の写し

 
提出期限 ・随時

 
交付申請 

(実績報告) 

請求

・交付申請(実績報告)書(別記第４号様式) 

・品目毎の納品明細書(数量、納品日、購買者氏名、基準日

の販売金額、実売価格、値引き額、値引き額合計) 

・請求書(別記第６号様式)

 

対象期間 

提出期限

・４月１日から９月 30 日までの納品分：10 月末日まで 

・10 月１日から３月 31 日までの納品分：翌年度４月 15 日ま　　

で　 

・上記以外の期間において関係書類を提出する場合は、町と

事業認可者双方協議のうえ、別で期限を設けることができ

る。



別記 

第1号様式（第７条関係） 

　　　　年　　月　　日 

中種子町長　　　　　　　　　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者） 

住所 

事業者名 

代表者　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

中種子町肥料価格高騰対策事業認可申請書 

 

中種子町肥料価格高騰対策事業の実施をしたく、事業所登録認可を申請します。 

 

※口座名義は、通帳に記載されている名義を記入してください。 

 

 

 

裏面にもご記入をお願いします。 

 

事　

業　

者　

情　

報

フリガナ
 事業者名 

(屋号)
 

法人番号

 
住所

〒　 

 
電話番号

 　
　

店　

舗　

情　

報

フリガナ
 

 店名等

 
住所

〒 　　 － 

 
代表者氏名 電 話 番 号

 
業 種

 

指　

定　

口　

座

金融機関

銀　　行　　　　　　　　　　本　店　・　支　店 

信用金庫　　　　　　　　　　本　所　・　支　所　　 

農　　協　　　　　　　　　　出張所　・　代理店
 

口　　座
種　　　別 口座番号※右詰めでご記入ください。

 
□普通預金　　　□当座預金

 フリガナ
 

口座名義



 

別紙 

 
 

１　担当者名

※記入がない場合は、代表者名になります。
 

２　担当者連絡先

T E L 

携帯電話 

F A X

 

３　メールアドレス

 

 

４　ＵＲＬ（ホームページ）

 

５　営業時間

 

６　定　休　日

 

７　備　考



第２号様式（第８条関係） 

第　　　　　号 

　　年　　月　　日 

 

　殿 

 

 

中種子町長　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

中種子町肥料価格高騰対策事業認可通知書 

 

 

 

 

年　　月　　日付で申請のあった中種子町肥料価格高騰対策事業の認可について、中種子町肥料価格

高騰対策事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

以下のとおり認可する。 
 

事業認可決定年月日 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

 
事業者名 

（屋号）

 

店舗名

 

代表者氏名

 

所　在　地
〒 　　 － 

 

備　　考



第３号様式（第９条関係） 

 

　　年　　月　　日 

 

中種子町長　　殿 

 

（届出者） 

事業所名 

代表者　　　　　　　　　 

 

 

中種子町肥料価格高騰対策事業中止（廃止）届 

 

 

中種子町肥料価格高騰対策事業を中止（廃止）したいので、中種子町肥料価格高騰対

策事業補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり届出をします。 

 

記 

 

 
事業者名 

（屋号）

 

店　舗　名

 

代表者氏名

 

所　在　地

〒 　　　 － 

 

備　　考



第４号様式（第 10 条関係） 

 

年　　月　　日 

 

中種子町長　　　　　殿 

 

（報告者） 

　事業所名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

中種子町肥料価格高騰対策事業交付申請（実績報告）書 

 

 

年　月　日付け第　号により認可通知があった中種子町肥料価格高騰対策事業に係る　　

年度（上期・下期）の事業について、中種子町肥料価格高騰対策事業補助金交付要綱第 10

条の規定により報告します。 

 

記 

 

 

対象期間 　　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日

 
事業者名 

（屋号）

 
品目毎の納品明細書 　　　別紙のとおり



第５号様式（第 11 条関係） 

 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

　　　殿 

 

中種子町長　 

 

 

中種子町肥料価格高騰対策事業補助金交付決定（確定）通知書 

 

 

　　　年　　月　　日付けで交付申請（実績報告）のあった　　年度（上期・下期）の

中種子町肥料価格高騰対策事業補助金については、下記のとおり決定（確定）しました。 

 

 

 

記 

 

 

補助事業に要する経費及び補助金 

　　　　補助事業に要する経費　　　　金　　　　　　　　円 

　　　　補助金の額　　　　　　　　　金　　　　　　　　円 



第６号様式（第 12 条関係） 

 

 

請　求　書 

 

 

一　金　　　　　　　　　　円 

 

 

年　　月　　日付け第　　号で交付決定（確定）通知があった中種子町肥料価格

高騰対策事業補助金を上記のとおり交付されるよう、中種子町肥料価格高騰対策事業補

助金交付要綱第12条の規定により請求します。 

 

 

　令和　　年　　月　　日 

 

 

中種子町長　　　　　　　　　　殿 

 

 

請求者【 住　所 】 

　　【事業所名】 

　　　　　　　　　　　　　　　　【代 表 者】　　　　　　　　　　　　㊞ 

 

　　　　　　　　　　　振込口座先【金融機関名】 

　　　　　　　　　　　　　　　　【口座種別】 

【口座番号】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　【口座名義】


